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はじめに 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本書は宮崎県防災士養成研修の中で実施される災害図上演習の解説書である。災害図上演習の目的は、災害に

強い地域（コミュニティ）づくりとそれを推進する人材育成にあります。従って宮崎県の地域特性を考慮した内

容となっています。 

「はじめに」では災害図上演習の概要と、開催にあたってのアイスブレイキング（緊張ほぐし）のための自己

紹介について説明します。 

（１）災害図上演習について 

（２）自己紹介 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）災害図上演習について 

１）災害図上演習とは 

 

災害図上演習ＤＩＧとは説明画面の通りです。 

  英語の“ｄｉｇ”には「掘り起こす、探求する、理解する」といった意味もあり、「防災意識を掘り起こそ

う、地域を探求しよう」といった思いも込められています。 

 

２）ＤＩＧの標準的な手順と目的 

 

 地域で行うＤＩＧの標準的な手順は説明画面の通りです。 

【まちを知る】 

地図には様々な情報があります。地形や道路・鉄道、河川・水路などのまち町の形や、公共施設、危険な場所

や注意しなければならないことなどを地図に書き込むことで、自分のまちを再確認していきます。 

【災害を知る】 

過去にどこでどんな被害が発生したか、または今後発生する可能性があるかなど、地域で起こり得る被害を地
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図に書き込み、災害をより具体的にイメージします。 

【対策・対応を知る】 

必要な予防対策や、災害が発生する前後の対応について検討し、参加者で共有を図ります。そして、その後の

継続した地域活動につなげて、下記の目的を達成していきます。 

  ①災害に強いコミュニティづくり 

  ②そのための人づくり 

 

３）ＤＩＧの始まりと展開 

 

 ＤＩＧは阪神淡路大震災の２年後の１９９７年に、当時、三重県消防防災課に勤めていた平野昌氏と防衛庁防

衛研究所に勤めていた小村隆史氏（現・常葉大学社会環境学部准教授）を中心に、災害ボランティアによる救援

活動をテーマとした図上演習として始まりました。 

その後、ＤＩＧの合言葉となった「まちを知る、災害を知る、人を知る」で現わされるように、地域防災をテ

ーマとして、一般市民でも参加できるワークショップにアレンジされて全国へ普及していきました。また、だれ

でも積極的に取り組めることから、児童・生徒の防災学習にも活用されるようになりました。さらに、地図を施

設図（建物図面）に変えることで、マンション、福祉施設や医療施設、更には企業などの防災の検討にも用いら

れるようにもなりました。 

 

４）ＤＩＧの目的と特徴 

 

 ＤＩＧの始まりのテーマは災害後の救援活動でした。防災活動では被害を受けた後の対応も大切ですが、予防

対策（被害を出さないこと）に越したことはなく、被害を出さないためにどうするかという視点がとても大切で

す。 

 危機管理の言葉に次のようなものがあります。 

  ①ベストの危機管理は危機に陥らないこと 

  ②セカンドベストは被害の最小化と早期復旧 
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 防災の基本（優先順位）は、 

①予防対策をしっかり行なって被害を出さない（命を守る、生活を守る）」ことです。 

②しかし防ぎきれずに被害が出てしまった時は、災害対応で被害を小さく抑えて早期に生活 

再建をすることです。 

図上演習ではこの優先順位を参加者自身が再確認できるように検討を進めていきます。参加者みんなで「ワイ

ワイ、ガヤガヤ」と協力して作業を進め、話し合ううちに、「顔の見える関係＝お互いを理解しての連帯感」が

生まれます。 

 

（２）自己紹介 

   

参加者同士が顔見知りでない場合は、簡単な自己紹介を行っています。 

目的は 

  ・場を和ませる。 

  ・顔の見える関係づくりに向けて 

Ａ４のコピー用紙を四つ折りにして、サインペンで大きな文字で自己紹介メモを記述します。これができたら、

班ごとに自己紹介メモをしましながら自己紹介を行います。なお、発表者には起立していただくと、全体の進捗

状況を把握できます。発表は１人２０秒程度を目標にします。話好きな方は２０秒では終りませんが、急がせる

ことはしません。口も滑らかになり、ＤＩＧに前向きに取り組んでいただけるようです。 
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第１章 災害図上演習の体験 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 最初に模擬地図（まんが的地図）を用いて災害図上演習を体験していただきます。次に災害対応マニュアル（個

人のタイムラインを含む）の作成方法を説明します。最後に地域や事業所での実際の検討事例を紹介します。 

（１）災害図上演習の体験 

（２）マニュアルの作成方法 

（３）地域や事業所での検討事例 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）災害図上演習の体験 

模擬地図を用いて災害図上演習ＤＩＧを体験し、検討の流れを学びます。検討の流れは下記の４ステップです。 

１）地域を理解する 

２）ハザードマップを作る。 

３）状況設定を理解する。 

４）避難を検討する。 

 

１）地図を理解する 

 

注）出典は「自主防災組織作りとその活動・自主防災組織教育指導者用教本（総務省消防庁消防大学校／２００

７年）」ですが、それに加筆しています 

 

まずテーブルの上に地図を広げて四隅をセロテープで留めます。次に透明ビニールを重ね、四隅を留めます。 

注）地図の大きさは１班の人数に応じてＡ１～Ａ０ 

 地図を再利用する場合は透明ビニールを被せて油性マーカーを使います。 

地図を再利用しない場合は透明ビニールを使わずに、水性マーカーで直接に記入してもかまいません。油性

マーカーではテーブルを汚してしまいます。 

 

説明画面を表示しながら下記の説明を行います。 

  ・地図は上が北です。 

・地図の真ん中に荒瀬川が流れています。上流、下流を確認します。 

・荒瀬川の北に七尾山があります。「七尾」は山谷が険しいという意味です。 

・荒瀬川の南は城内です。市役所や中学校があることでわかるように市街地です。 

  ・荒瀬川と七尾山に挟まれて「七尾台団地」があります。 
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・西に見附、真ん中に深山上・深山下、東に加計の４つの地区があります。 

・七尾山の斜面は崩れやすく、住宅や公民館や小学校も被害を受けたことがあります。 

・このような理由から七尾台団地では年１回、団地全体で避難訓練を行っています。 

 

ここで次の作業移り、下記の指示を行います。 

・赤のマーカーを出してください。 

・地図の中に怪しい地名があります。 

  ・画面では砂走（すなばしり）を赤で囲んでいます。 

・同様に怪しい地名を〇で囲んでください。 

・例えば東側の加計（かけ）ですが、もともとは崖（がけ）でした。 

少し時間をおいて、その次は地形の理解で下記の説明を行います。 

  ・次に黒のマーカーを出してください。 

・画面では「・８」とありますが、標高８ｍのことです。  

・地図にたくさんの数字がありますが、数字を〇で囲みながら、地形を考えてください。高いところは、低 

いところはどこかなどです。 

また、少し時間をおいてその次は防災行政無線の確認作業を行います。 

・緑のマーカーを出してください。 

・地図に屋外同法無線、拡声器が５ヵ所あります。緑のマーカーで囲みながら確認してください。どうでし

ょうか？七尾台団地で聞こえづらいこところはどこでしょうか？ 

このような状況の下で、七尾台団地では年１回、団地全体で避難訓練を行っています。 

ここまでが「地図を理解する」です。 

 

２）ハザードマップを作る 

下記の様な説明を行って、参加者に洪水ハザードマップを作って頂きます。 

  

・写真左は２０１５年の鬼怒川の決壊で、常総市に濁流が流れ込んでいます。 
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・同じように荒瀬川が決壊したら浸水しそうな場所はどこでしょうか？ 

・言い換えれば、大雨洪水警報がでた時に、子供たちに近づいてはいけないところを教えてあげてください。 

・浸水しそうな範囲を青のマーカーで囲み、その中を斜線で塗ります。 

少し時間をおいて、土砂災害ハザードマップを作成します。下記の説明を行います。 

  ・写真右は２０１３年の大島の土砂災害で、死者・行方不明者は３９名です。 

  ・ここでは、ため池決壊による土石流と、大規模斜面崩壊が起きています。 

・七尾台団地でも土石流と斜面崩壊の両方の危険性があります。 

・土砂災害の被害を受けそうな範囲を赤のマーカーで囲み、その中を斜線で塗ってください。 

 

３）状況設定を理解する。 

 

下記の説明を行います。 

・現在は平日の午後３時です。若い世代は働きに出ている時間です。 

  ・台風が接近しており、現在の雨量は２０ｍｍ、やや激しく降っています。 

・いままでにたくさんの雨が降り、地面はたっぷり水を含んでいます。 

・気象台はこれからも大雨が続くと言っています。 

・１時間前の１４時に大雨洪水警報が出ました。 

・直前１５時に土砂災害警戒情報が出ました。 

  ・一方、荒瀬川の水位はふだんの水位から少しずつ上昇しています。経験から避難判断水位に達するまで２

時間程度と思われます。 

 

ここで河川水位について補足します（ただし、下記の画面は数年前のものです）。 

 

今は「ふだんの水位」から少し上昇したところです。次が「氾濫注意水位」です。これを超えると市町村は避

難準備情報を検討します。市町村が避難準備情報を出すときは「避難準備・高齢者等避難開始」と放送します。

その上が「避難判断水位」です。これを超えると市町村は避難勧告や避難指示を検討しますが、避難指示の場合
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は「避難指示（緊急）」と放送します。その上は「氾濫危険水位」ですが、「氾濫」では手遅れとなりますので、

「氾濫危険水位」を避難完了の目標にします。さて荒瀬川ですが、普段の水位から少しずつ上昇しており、経験

的にあと２時間程度で「避難判断水位」に達すると予想されている状況です。 

 

注）現在は、河川の水位と避難判断については説明図の左に記載された「レベル」で発表されるようになってい

ます。また「避難勧告・指示」は「避難指示」に統一されています。 

 

４）避難を検討する 

４番目は避難の検討です。 

  

下記の説明を行います。 

 ・皆さんは七尾台団地の役員です。 

・１５時に土砂災害警戒情報が出たことを受けて会長さんの家に集まったところです。 

 ・気象情報、土砂災害警戒情報、河川情報、日没までの時間を考えて、どう すべきか話し合ってください。 

・まだ様子を見ますか？それとも速やかに避難でしょうか？ 

ほとんどの班は「速やかに判断」を選択しますが、まれに「様子を見る」もあります。その時は冗談気味に『「様

子を見る」が多いとワークショップが一時中断』ですと言って、全員に「速やかに判断」をお願いします。 

次に下記の問いかけをします。 

・それでは避難先はどこですか？緑のマーカーで避難先を囲んでください。 

 （少し間をおいて） 

 ・避難先が決まりましたら、避難ルートを緑で書き込んでください。 

・避難ルートは４つの地区（見附、深山上、深山下、加計地区）ごとに書いてください。 

 

 

皆さんの書かれたハザードマップは、大きく分けてＡ、Ｂの２タイプになります。「団地全体で避難訓練」を

イメージしている班は、被害を大きめに考えたＡタイプになります。この場合の避難先は中学校か、市役所しか
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ありません。もう一つはＢタイプ。いつもこんな被害だよ、と考えたハザードマップで、小学校や公民館、スポ

ーツ会館も避難先の候補になります。そして大きな災害が起きた時には「まさかここまで来るとは！」とか、「想

定外」となるハザードマップです。これを「正常性バイアス」と言います。正常性バイアスはだれにでも起きる

事を説明します。 

 

推奨する回答は、「役所から避難勧告が出ていませんので、避難所はまだ開設されていません。従って、市役

所と連絡を取りつつ、城内中学校に避難」です。 

 

次に避難ルートですが、 

 ・土砂災害警戒情報が出ていますので、鳴滝沢をわたるＤ橋は最も危険です。 

 ・それ以外では、安全性と、渋滞に気を付けて決めてください。 

 

（２）マニュアルの作成方法 

続いて、水害・土砂災害に対する地域（ここでは七尾台団地）の対応マニュアルを作成し、それに基づいて各

自のタイムラインを作る方法を説明します。 

検討手順は下記となります。 

１）地域（七尾台団地）の対応を考える 

２）地域（七尾台団地）マニュアルにまとめる 

３）各自のタイムラインを検討する 

 

１）地域（七尾台団地）の対応を考える 

 

避難場所や避難ルートは決まりました。それでは、避難開始から避難完了まで、七尾台団地として事前に決め

ておかなければならないことは何でしょうか？気が付いたことをポストイット１枚に１項目書いてください。 

しかし、なかなかアイデアが浮かばない状況となります。そこで、下記左のヒントを示します。 
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いかがでしょうか？七尾台団地は昭和５０年（１９７５年）にできた団地です。購入時が３５歳として１９４０

年頃の生まれ、２０２０年には８０歳です。そして平日の午後３時、働き盛りの方々は働きに出ています。 

これで参加者の手が動き始めます。少々時間をおいて上図右のヒントを表示し、下記を説明します。 

・避難所は避難勧告が出ていないのでまだ開設されていません。 

・住民は高齢者が多い 

・高齢者は耳が遠く、雨の中での放送は聞こえません。 

・自力では歩けない方もいます。 

・働き盛りは市街地に出ています。 

・午後３時、小学校の学童保育に子供たちがいます。 

・公民館には高齢者が集まっているかもしれません。 

・避難中に渋滞が起きませんか？ 

・荒瀬川の水位の監視はどうしますか？ 

・全員が避難したことをだれが、どうやって確認しますか？  

下記はこれまでの受講者の意見です。 

 

数多くのポストイットが書き出されるはずです。もしも「小学校の場所が悪い、移設せよ」などの意見が出てい

たら褒めてあげてください。ベストの危機管理は危機に陥らないことです。 

 

２）マニュアルにまとめる 

マニュアル作成の手順は下記となります。 

  ①対応を時系列に整理する 

  ②担当を決める 

  ③マニュアルに整理する 

ここでは避難完了までをマニュアル作成の対象とし、危険が去れば帰宅することとします。なお、住宅に被害が

及ぶような災害だと、仮設住宅が建設されるまで収容避難所での避難所運営が始まりますが、今回は対象外とし
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ます。 

 

①対応を時系列に整理する 

 

説明画面の左側に「対応」を時系列に並べます。次に、避難完了までの対応が決まったら担当を決めます。続

いて、それを行うために必要となる備品や資機材、飲食料などの備えをリストアップします。 

 

②担当を決める 

右側に担当者の候補を記述しました。消防団長や郵便局長もいますが、地域防災では重要なメンバーです。 

 

２０１６年の台風１０号と１６号での事例です。上半分の写真は台風１０号での岩手県岩泉市の水害です。高

齢者施設の入所者９名が亡くなりました。下半分はその２か月後、台風１６号での宮崎県延岡市の介護施設です。

こちらは消防団や、自らも浸水した郵便局の職員が駆けつけて入所者を２階へ避難させて犠牲者はありませんで

した。なお、岩泉市の高齢者施設は小本川が増水すればまちがいなく被害を受ける場所にありますし、延岡の介

護施設も過去には北川の決壊で浸水したことがあります。どちらも危険な場所にあることが問題でした。 

 

③マニュアルに整理する 

 

時系列での対応と役割分担が決まれば１枚の表にまとめます。災害時にはチェックリストとして使います。分
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厚いマニュアルは誰も読みません。一目でわかる「紙１枚」がコツです。一つ一つの対応に説明が必要であれば、

表の後ろに「個別マニュアル」として添付します。表の右端にそのページを記載します。全部読まないと自分の

役割がわからない分厚いマニュアルはだれも読みませんし、災害時に読む暇もありません。 

大切なことは 

  ・対応と担当を時系列（タイムライン）に１枚にまとめること 

  ・個別マニュアルはその後ろに添付すること 

  ・必要な備え（備品や資機材、飲食料など）を検討することも大切です。 

 

３）各自のタイムラインを検討する 

前述の対応マニュアルの中で、自分がいつ何をしなければならないかがタイムラインです。例えば、要配慮者

を守るには、民生委員を中心に家族や町会や消防団が協力することがわかります。民生委員が駆けずり回っても

助けることができる人は限られます。駆けずり回るのではなく地域の拠点で指揮を執ることで、多くの要配慮者

を救うことができるようになります。 

タイムラインは「てんでん」に作るのではなく、地域全体の協力体制のなかでそれぞれの動き方をまとめたも

のです。「てんでん」につくれば「ばらばら」になります。特に要配慮者の支援は多くの方々の協力が必要です。 

 

（３）地域や事業所での検討例 

実際の検討事例を紹介します。 

 

先ず、模擬地図を用いて水害・土砂災害の基礎を学びます。次に下記の手順で検討します。手順は事業所でも

地域でも同じです。 

１）リスクを把握する 

２）予防対策を検討する 

３）対応を検討する 

４）マニュアルにまとめる 

 

１）リスクを把握する 

 水害には河川の氾濫による「外水氾濫」と、地域内の降雨が低地に貯まる「内水氾濫」がありますが、先ずは

外水氾濫リスクから説明します。 

 下図は東日本大震災で大勢の児童が亡くなった大川小学校付近の津波ハザードマップ（当時）です。大川小学

校は津波浸水範囲外となっています。実はこのハザードマップはＭ７クラスの宮城県沖地震を対象として作成さ

れたものでした。設定条件が変わるとハザードマップは変わりますので、うのみにはしないようにしてください。 
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実際の地図を使って、最初に水害リスクを把握する方法を説明します。 

 

先ず、対象地点の標高を調べます。「地理院地図」で検索し、表示された日本地図を拡大するとその地点の標

高が表示されます。 

一方、河川水位ですが、現在は下図のように「レベル１～５」で危険度を表すようになっています。 

 

 次に、近くの河川の水位情報ですが、国土交通省や県の公開情報から調べます。 

  

左側は大淀川上流の都城市の水位情報で、右側は大淀川下流の宮崎市の水位情報です。ただし、都城市の水位

情報でわかるように、「水位」は「標高」ではなく、設置された「標尺の値」ですので標高に変換する必要があ

ります。 
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次は内水氾濫の様子ですが、下図はゲリラ豪雨により地域内が浸水する様子です。 

 

このような知識や情報に基き、地域の地図を用いて水害を発生させる可能性がある川・水路・ため池がどこに

あるか、土地はどこが低いかなどを把握した上で、市町村が出しているハザードマップを参考にリスクを考えま

す、必要であれば実際に地域を廻ります（まち歩き）。 

 

 

２）予防対策を検討する 

被害にあわない安全な場所にいることが一番です。しかし、被害にあう可能性があれば、土嚢や遮水版を設置

して被害の軽減を図る、災害時に使うものはできるだけ高いところに置く、などの予防対策を行います。 

 

 

３）対応を検討する 

時系列で対応を洗い出します。下記の説明画面の例では時間は左から右に向けて進み、 

・通常（ふだん） 

・対応準備 

・災害発生時 

・復旧 

となっています。続いて、担当者や事前の備えについても検討します。 
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４）マニュアルにまとめる 

 

検討結果を１枚の表にまとめます。個別マニュアルが必要な場合はこの後ろに整理します。 

 

振り返ると下記になります。 
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第２章 新旧地図の比較と標高図 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新旧の地図を比較することでまちの発展の変遷を知ることができます。昔は稲作は湿地に、商業は港ができる

河口付近に、次第に人口が増えると湿地や海岸を埋立てて工場を造り、山を削り谷を埋めて住宅地を開発してき

ました。地域の新旧地図を比較することで、地域に潜むリスクを理解できます。 

（１）新旧地図の比較 

（２）自分で作る標高図 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）新旧地図の比較 

１）旧版地図の入手 

 

旧版地図は国土地理院の地図を使います。縮尺はいろいろありますが 1万分の１程度が使いやすいと思います。

年代もいろいろあります。宅地開発、埋め立てなどを見るのであれば戦前の地図がわかりやすいと思います。地

震防災で古い木造密集地に着目するのであれば耐震基準が変更された１９８６年直前の地図をお勧めします。 

 

２）新旧地図の比較の準備 

 

まず旧版地図にビニールを被せます。次に参加者で協力して色塗りをします。 

・先ず、道路、鉄道、河川、湖沼、海岸線を色塗りします。 

・次に、山地、農地、市街地、集落などを色塗りします。 

ここで一度、ビニールを取り外します。 

 

３）比較検討 

地図を旧地図から新地図（現在の地図）入れ替えます。その上に先ほど色塗りをしたビニールを重ね、次の検

討を行います。 
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 ここまでの作業で地域に潜むリスクを理解することできます。 

さらに、新地図（現在の地図）に、低い所（例えば標高５ｍ以下、１０ｍ以下など）を色塗りしておくと、水

害が起きた場所を示す●シールはそのほとんどが低い所にあることがわかります。 

なお、防災授業で新旧地図の比較を行う場合、事前に神社仏閣や貝塚の位置を調べておき、●シールを貼ると、

そのほとんどが標高の色塗りの境界付近にあることがわかります（地域によっては高いところがなく、神社仏閣

が低地にある場合もあります）。 

 

（２）自分で作る標高図 

 標高図は自分で作ることができます。宮崎市と延岡市の事例を下図に示します。 

  

 次に作成方法を説明します。 

  

・先ず「地理院地図／ＧＳＩ Ｍａｐｓ／国土地理院」で検索します。 

 ・次に「標高図」を選択し「自分でできる色別標高図」を選びます。 

  ・次に凡例を作ります。標高別に色を選択します。 

このようにして、洪水や津波に対する危険性を表示することができます。 
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第３章 家庭の防災 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

住民が自宅で被災しないこと、それが地域防災の基本です。地域だけでなく企業や施設でも、従業員や職員と

家庭が被災したら企業や施設は稼働できません。ポイントは下記の２点です。 

 ①被害をなくすには耐震対策（建物、家具など）が大切であること 

 ②地震発生からの正しい対応を理解すること 

それを我がこととして理解していただくため、下記の手順で検討進めます。 

（１）震度６強以上の揺れと家庭での対応 

（２）建物倒壊や家具転倒による被害 

（３）救出活動と避難所 

（４）家庭の防災の見直しとまとめ 

この検討の中に、たくさんの防災の基本が含まれています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）震度 ６強以上の揺れと家庭での対応 

現在は全国どこでも大きな直下地震が起きてもおかしくありません。大きな直下地震の震源近くでは震度６強

以上の大きな揺れが起きます。その時の家庭での対応を検討します。大きな直下地震の代表は阪神淡路大震災で

す。まず、その特徴を説明します（下図左）。 

  

一つ目は死者率です。地震発生は夜明け前でしたので、ほとんどの方がご自宅にいました。被害の小さかった

神戸市の西区や北区を含めて、海に面した垂水区から東灘区までの神戸市、その隣の芦屋市、西宮市、宝塚市の

一部まで当時の人口は約２００万人で死者は６，４３４名、死者率は約０．３％でした。仮に人口が１万人程度

の小学校区で、約３０名が死亡しました。二つ目は、人の住んでいない六甲山と、人の住んでいない瀬戸内海に

挟まれた地域であることです。もしも平坦な平野であればさらに大きな被害であったと思われます。三つめは「震

災の帯」で、沿岸に沿った古い木造密集地で多くの家屋倒壊と大きな火災が発生しました。 

次に６強の揺れの説明をします（上図右）。これはコンビニ内部の揺れです。とても大きな揺れですがこれは

１階の揺れで、マンションの上層階ではもっと大きく揺れます。なお、このコンビニは好事例です。建物はつぶ

れていないし、大きな棚も倒れていません。散らかったものは片付ければよいだけです。人は揺れだけで死ぬわ

けではなく、建物や重い家具に下敷きになって亡くなるのです。 

 

次に６強以上の揺れに襲われたときの家庭での対応について考えます。地震が発生してから自分が行うことを、

参加者一人一人がポストイットに記述します。１枚に１項目です（箇条書きにはしません）。 
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状況設定を伝えます。 

・戸建てかマンションか、両親と一緒か、子供がいるかなどは全てご自分の状況で考えてください。 

・自宅にいるときに突然に突き上げるような直下地震が発生したとの想定です。 

・直下地震ですので津波の心配はありません。 

・揺れてすぐに停電です。しかし、昼間で明るい時間帯とします。 

・テレビは映りませんが、懐中電灯を探す必要はありません。 

・家族は全員在宅で、服を着ていてすぐに動き出すことができます。 

・自分や家族は医者・看護師・消防士などではなく、すぐにどこかへ駆けつける必要はないものとします。 

制限時間は３～５分程度、相談なしでの作業です。中にはポストイットに箇条書きをする方がいますので、１

枚に１項目の再確認を行ってください。 

３～５分が経過したらまとめ方の説明をします。 

・班ごとに整理を行います。 

・最初の一人がテーブルの上から下までを使ってポストイットを貼っていきます。 

  ・この間、ほかの方は何が貼りだされるかを見ています。 

  ・次は全員です。手持ちのポストイットを画面のように張ってください。 

    ・同じ意見は横に並べる 

    ・違う意見は時間を考えて、間に貼る。 

  ・全員が貼り終わったら、議論を始めます。 

・順番はこれで良いか？ 

・漏れがないか？ 

「最初の一人がテーブルに貼る」と「次は全員」の徹底を行わないと収拾がつかなくなりますので注意してくだ

さい。 

 

（２）建物倒壊や家具転倒による被害 
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まず家屋の被害について説明します。 

・本物の木造住宅の振動実験の前と後の写真です。 

・住宅は同じ「古い木造、２階建て、瓦屋根」の 2棟で違いは「耐震補強あり・なし」です。 

阪神淡路大震災の揺れを加えると、耐震補強をしている方は立っていますが、耐震補強をしていない方は揺れ

始めて約５秒で倒壊しました。実は耐震補強をしている方も大きな被害を受けており、建て直しが必要な全壊で

す。しかし全壊と倒壊は大違いです。自宅が倒壊したら、一段落した時、運が良くて病院、運が悪ければ遺体安

置所になりますが、そう書く方はめったにいません。皆さん地域の死傷者はゼロとなりますが、これが正常性バ

イアスです。正常性バイアスはだれもが陥る可能性があります。 

下図は木造家屋の全壊率です。横軸は計測震度で、縦軸が全壊率です。建物は年代で３タイプに分類されてい

ます。 

・一つ目は昭和５７年以降の新耐震住宅 

・二つ目は昭和５６年以前の旧耐震住宅 

・三つ目はもっと古い昭和３６年以前の旧耐震住宅です。 

 

震度５強では旧耐震の住宅もほとんど全壊しません。震度５強は「あ～、びっくりした」で終わります。自治

体が災害対策本部を立ち上げる必要はありません。震度６弱では旧耐震住宅に全壊が出始めます。震度６強との

境界で全壊が約１０％、倒壊はその１／１０で約１％です。古い・木造・二階建て・瓦屋根で、安普請の家が倒

壊します。一方、新耐震住宅に全壊はでません。震度６強に入ると、突然に被害が大きくなります。旧耐震住宅

の全壊率は震度７との境で、６０％～８０％になり、残りも大規模半壊などの被害が出ますので、ほとんどの方

が住む家を失います。この時、古い住宅の密集地は大災害となります。一方、新耐震住宅も無被害ではありませ

んが、倒壊はほとんどありません。 

阪神淡路談震災で亡くなった方の９８％は旧耐震住宅の方です。一般には旧耐震住宅に高齢者≒要配慮者が住

んでいますので、地域の安否確認や救出活動も旧耐震住宅が主になるはずです。なお、全体的に見ると、阪神淡

路大震災での木造建物の全壊率は平均で３０％です。 

  

次は、阪神淡路大震災による地域被害の平均像を説明します（上図左）。人口１万人当り（大きめの小学校区
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程度）の被害です。 

・当時の神戸は 1世帯当たり２．５人で、４，０００世帯 

・そのうち木造は３／４で３，０００棟 

・木造建物の平均全壊率は３０％で全壊が９００棟 

・前回の１／１０が倒壊で９０棟 

・生埋め者は夜間ですから 1棟当り２人強として２００名、平均で人口５０人当り１人が生埋めです。 

  ・救出されて半数の１００人が重傷 

・その内、３割がトリアージ黒、すなわち即死が３０名で死者率０．３％になります。 

なお、芦屋市は六甲山より瀬戸内側にあって死者率は０．５％、その隣の東灘区は神戸市の中でも被害が大き

くそこに火災も発生し、、死者率は０．８％でした。 

この災害に消防が戦えるかどうかを説明します（上図右）。正規の消防職員は全国的に見て、人口１，０００

人当り１人、人口１万人当りでは１０人で、交代勤務ですので３人～５人となり、動かせる車は１台です。普段

はこれで良いのですが、災害時には全く戦力が足りません。消防団の方々もいますが、住民の「共助」が必要で

す。 

これにマンションの被害が加わります。 

 

マンション（非木造建物）は木造建物よりも強いのですが、上層階ほど大きく揺れますので、負傷者や閉じ込め

者が発生します。 

 

（３）救出活動と避難所 

  

救出活動と避難所について説明します。この写真（上図左）は阪神淡路大震災の物で、生埋め者や閉じ込め者

は住民自ら救出しなければならないことを伝えています。 

それでは阪神淡路大震災で救出活動を行った消防団長の体験談をお聞きください（上図右）。 

 次図は地震発生当日から人命救助隊を編成して活動した芦屋市建設部の記録です。指揮を執った建設部長（当

時）の谷川さんは神戸市北区にお住まいで、奥さんや息子さんから「あなたには大事な役目がある」と送り出さ
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れたそうです。 

 

地震発生当日の日没までの生存率は平均で８割、しかし日没近くでは半々になります。翌日の夜明け、すなわ

ち２４時間後から日没までは平均で２割、４８時間後からの３日目は全員ご遺体、その中に古い木造アパートに

すむ多くの学生がいました。神戸大学では３９名の学生が亡くなりましたが、その内、３７名がアパート住まい

の学生でした。 

ここから得られた教訓は下記の二つです。 

  ・救出活動は時間との争い 

  ・古い木造アパートに注意せよ 

２０１６年の熊本地震で大学生が亡くなったことをご存知の方も多いと思いますが、そのアパートは改築７年

のきれいなアパート、実は築４２年の旧耐震木造建物でした。 

 

あなたの地域や会社で若い方が古い木造アパートに住んでいませんか？あなたのお子さんやお孫さんが遠く

の大学に入学するとき、親として確認すべきは何でしょうか？ 

次に、家族が生埋めになった場合の救出時間について考えていただきます。ピンクのポストイットに一人一人

が記入して比較すると、大きな差があることがわかります。 

 

母親セミナーや保育士の方の研修では、平均で 3 分、半数の方が「子供を救うのはただちに（0 分）」と回答し

ます。地域（自主防など）では、地域の安否確認、救出、初期消火の目標は 2～3 時間です。消防団はもっと大
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変な状況をイメージしますので、8時間や日没までとなります。何時間が正しいかではなく、状況に応じて考え

ることが必要です。防災訓練では、目標時間を設定し、それを短縮できるように訓練を行う事が理想です。 

  

ところで「72 時間を過ぎると急激に生存率が落ちる」とは何でしょうか？生存率は初めから急激に落ちてい

きます。救出活動は時間との争いです。 

 

今までは全壊や倒壊のお話をしてきましたが、大規模半壊もありますし、火災が起これば全焼・半焼もありま

す。いったいどれぐらいの人が家を失うでしょうか？ 

  

阪神淡路大震災では人口２００万人の内、家を失い、行く宛てもなく避難所に長期に避難した方は３０万人（約

１５％）でした。震災の帯ではほぼ全員が長期避難でした。 

次は「避難」について考えます（上図右）。 

「避難」とは「危険な場所から安全な場所へ移動すること」を言い、避難する場所を洪水では洪水避難場所、

津波では津波避難場所、大規模火災に対しては広域避避難場所と言います。 

さて、写真はどこでしょうか？ここは収容避難所（または指定避難所）で、家を失った方や自宅では生活でき

ない要配慮者が身を寄せる場所です。決して早い者勝ちの場所取りをする所ではありません。避難場所と避難所

を間違えないようにしてください。 

しかし、現状では地震後に小学校は人であふれます。運動会の１０倍近い人がグランドにあふれ、時に要配慮

者を乗せて車で避難する人もいるイメージです。こんな危険な場所を家族の集合場所にしてはいけません。家族

との集合場所は自宅です。自宅に被害が出た場合は、ご近所で自分の子供の面倒を見てくれるところ、親類やお

知り合いの家です。考えてみれば、当たり前ですよね。 

そもそも地震だ！避難だ！は大間違いです。直下地震は突然に爆弾を投下された空爆のようなものです。爆撃

機が去った後は防空壕から出て、協力して救出・初期消火です。そんな時に集団で防空壕に避難しますか？  

 

（４）家庭の防災の見直しとまとめ 

それでは、「家庭の防災」の見直しを行います。 
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直下地震発生後にやるべきことを整理すると上図となります 

  ①まず、自分・家族の安全確保と自宅の確認（火元）です。 

  ②次に、近所の様子を見て救出や初期消火です（共助）。 

  ③それが一段落したら自宅に戻り家族が生活できるよう後片付けや準備です。 

  ④その後に、支援のために避難所に向かう、または災害対応を行う職場の方は勤務先に向かう 

 

次は状況を変えて、深夜に地震発生とします。どんな準備が必要でしょうか？ 

  

深夜に突然の直下地震、予防対策をしていなければ実は何もできません。 

先ずは丈夫な家、家具の転倒防止などの耐震対策です。次に地域で協力しての救出活動や初期消火です。この時

はヘルメットや救出道具、消火器具などが必要となります。 

 

地震防災対策の優先順位について説明します。 

【優先順位①：耐震対策】 

 

これは阪神淡路谷震災での死因です。約６５００人に方が亡くなりましたが即死の方が最も多いのです。生き

延びた方の教訓「トイレに困った・・」も大切ですが、、「死者の声、ご遺族の声」に耳を傾けてください。きっ

と「丈夫な家に住みなさい、家具の転倒防止を怠るな」と言っていると思います。 
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【優先順位②：救出活動、初期消火（共助）】 

 

これは阪神淡路大震災での、淡路島の北淡町での活動です。地震発生当日に自衛隊到着前に住民で救出活動を

終えていました。全員が自主防災隊員のつもりで。 

 

【優先順位③：被災生活に向けた備えと共助（助け合い）】 

 

家庭で１～2週間は在宅避難（自宅でのキャンプ）ができる事が理想です。しかし、家を失った方や一人では

被災生活をおくれない要配慮者もいます。下図は地域全体が孤立することを想定した避難所運営を行った事例

（熊本県西原村川原地区）です。看護師や介護経験者など、地域にどんな方がいるかを１０年前から把握してお

り、地震発生後は、食材持ち寄り、燃料持ち寄り、要支援者の支援など、全て自分たちで対応しました。 

 地域防災のまとめを行います。 

 

地域を指導する場合、皆さんは地域の方に何を伝えたいかを様式に記入して頂きます。 

・自宅の耐震対策（丈夫な家。家具の転倒防止など） 

・地域活動（ふだんから、災害時に） 

・自宅の備え（１～２週間分の備蓄） 
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第４章 宮崎県で対象とする地震 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

宮崎県で備えるべき地震は、南海トラフや日向灘で起きる海溝型地震と、全国どこで起きてもおかしくない直

下型地震です。ここでは海溝型地震である東日本大震災の教訓を学んだ後に、南海トラフや日向灘で起きる海溝

型地震の被害を理解した上で、宮崎県で備えるべき地震としてまとめを行います。 

（１）東日本大震災 

（２）南海トラフ地震 

（３）日向灘地震 

（４）備えるべき地震 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）東日本大震災 

１）概要 

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災では地震、津波、原発災害で死者・行方不明者は約１万８千人、

災害関連死を含めると約２万２千人という大きな被害を出しました。原発事故では今もなお、多くの方が避難生

活を余儀なくされています。 

 

海溝型地震は海側のプレートが陸側のプレートに沈み込む場所で発生します。しかし、いつ、どれぐらいの大

きさで発生するかは起きてみないとわかりません。東日本大震災の場合、３月９日にＭ７．４の地震が発生し、

想定していた宮城県沖地震を無事に乗り越えたと思った二日後にＭ９．０の巨大地震が発生しました。 

Ｍ９の巨大地震が発生すると、大きな津波を伴いますが、岩手県の津波高さは明治三陸津波とほぼ同等で、宮

城、福島についても津波シミュレーションで大きな津波は推定可能でした。想定外とは、まさか「いま起きると

は」でした。 

東日本大震災における被害の発生の仕組みについて説明します。 

 

 断層の破壊（陸側プレートの跳ね返り）によって揺れや津波が発生し、様々な被害が発生します。また、地盤
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沈下によって冠水が長期化したり、しばらく余震が継続します。 

 

２）揺れによる被害 

  

上図左は阪神淡路大震災と東日本談震災の揺れの比較です。阪神淡路大震災ではいきなり強烈な揺れが襲い、

約１０秒で終わっています。一方、東日本大震災は徐々に揺れが大きくなり、強い揺れが長時間継続しています。

揺れのピークも一度だけではなく、身動きできない時間が２～３分続きその後も揺れが続いています。ただし、

東日本大震災では揺れによる建物被害が阪神淡路大震災に比べてとても少ない地震でした。 

上図右は速度応答スペクトルと言われるもので、短周期の波が大きいか？長周期の波が大きいか？をあらわす

ものです。着目すべきは周期１秒～２秒（キラーパルスと呼ばれて、低層の建物の被害が大きい）と４秒～６秒

（高層ビルを揺らす長周期波と呼ばれる）です。これを見ると東日本大震災は阪神淡路大震災と比べて、キラー

パルスが小さく低層の建物の被害が少ない（震度７を記録した栗原市で倒壊建物が１棟もない）。また、長周期

波も小さい阪神淡路大震災よりも小さい。もちろん長周期波は遠くまで届くし、揺れの時間が長かったので高層

ビルが共振を起こしやすく、遠く離れた都心でも高層ビルが大きく揺れましたが、想定よりはかなり小さいもの

でした。 

 

３）津波による被害 

 

次に津波ですが、プレートの跳ね返りに伴う海面上昇が原因であることが知られていますが、加えて海面下で

の斜面崩壊による津波が加わったのではないかとも言われています。ここでは、プレートの、巨大な跳ね返り（巨

大滑り）が原因ではないかとの考えに基づいて説明します。海面下の最深部で最大５０ｍの巨大滑りが見つかっ

ています。 

 下図左は地震発生前の状況で、海側のプレートが陸側に潜り込み、陸側プレートも引きひきずりこまれていま

す（下図左）。陸側プレートが反発し、最大５０ｍの巨大滑りが発生。同時に大きな海面上昇が発生します（下

図右）。釜石沖、大船渡沖の海底水圧計（図中のＴＭ１、ＴＭ２）で５ｍを超える津波が観測されています。観

測点が少ないので津波の最大海面上昇量はよくわかっていませんので、ここでは８ｍと仮定します。 
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沖合の津波が陸地に近づくと水深が浅くなってスピードが落ち、海面が上昇して海水の壁となって襲ってきま

す（下図）。釜石湾口や宮古湾口では８ｍの倍の１６ｍになっています。これが平野部に遡上すると、内陸部奥

まで浸水していきます。 

 

下図は南三陸町で、震災前と震災後の写真です。ご存知のように３階建ての防災庁舎では屋上をこえましたので

津波高（標高）は約１５ｍと考えられます。 

  

また、リアス式海岸で急激に狭まる湾では津波が１ヵ所に集中し遡上します。宮古市の小堀内漁港では３８ｍ、

「これより下にいえを建てるな」の石碑がある姉吉で４０．５ｍまで遡上しました。 
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４）電力被害 

下図左は太平洋岸にある火力発電所の被害状況で津波に襲われた火力発電所の復旧までは長期間かかります。 

   

上図右は東日本大震災での東北電力の状況です。太平洋岸では東通原発、女川原発が停止し、多くの火力発電

所も被災し、850万ＫＷの発電能力を失いました。一方で、日本海側の火力発電所を中心に 850万ＫＷの発電所

が早期復旧しました。これに加えて、北海道電力からの融通もあって、激甚被災地を除いては早期に電力が復旧

しました。南海トラフ地震でも被害を受ける発電所や、復旧に要する日数を理解していないと予測を間違えます

ので注意してください。 

 

（２）南海トラフ地震 

西日本に大きな被害を及ぼす地震には、南海トラフ地震や大きな直下地震が考えられます。過去、南海トラフ

地震が繰り返し発生する前 50年、後 10年に直下地震が多発しています。次の南海トラフ地震に向けては、1995

年の阪神淡路大震災が第 1号と考えられています（下図左）。 

  

西日本では直下地震が繰り返し起き、そして南海トラフ地震が来ます。一般にＭ（マグニチュード）が１下回

ると発生回数は１０倍程度です。従って次の南海トラフ地震に向けては上図右のように予想されます。すなわち、

Ｍ６クラス（大阪北部地震はＭ６．１）が年に２回程度、Ｍ７クラスが５年に１回程度起き、南海トラフ地震は

阪神淡路大震災から５０年後とすると 2045年ごろにと発生すると思われます。 

下図は 1995 年の阪神淡路大震災以降、西日本で発生したＭ６以上の地震です。Ｍ７クラス（Ｍ６．５～７．

５）はすでに６回発生しています。 
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一方、南海トラフ地震ですが、Ｍ８クラスのレベル１と、Ｍ９クラスのレベル２の 2タイプがあります、 

  

内閣府・中央防災会議はレベル 1とレベル２について下図左の様に説明しています。これに基づいて宮崎県で

も下図右の様に考え方を整理しています。 

  

いきなりレベル２を対象としてその巨大さに対策・対応をあきらめるのではなく、「先ずはしっかりとレベル

１に備え、津波避難に関してはできるだけ高いところへ避難する」と考えてください。 

 

 

南海トラフ地震レベル１はおおよそ 90年から 150年に 1回繰り返し発生しています（上図）。その中でも最大
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クラスは３連動＋富士山の大噴火の宝永地震です。なお、再現期間を最短の 90 年に置くと、前回の東海地震・

南海地震は終戦の前後でしたので 1945年＋90年＝2035年ごろとなります。前述では阪神淡路大震災（1995年）

＋50年＝2045年と言いましたが、今世紀前半には起きるのではないかと思います。 

連動型について説明します。下図の静岡県の震度分布に着目してください。東海単独、東海・東南海の２連動、

東海・東南海・南海の３連動ではマグニチュードが大きくなりますが、静岡県の震度分布は変わりません。 

 

連動型地震とは、あたかも爆弾を横に並べていくイメージで、トータルの爆弾量が増え、被害の範囲が広がりま

すが、被害の大きさは近くの爆弾の爆風で決まりますので静岡の被害は変わりません。 

 

下図は南海トラフ地震レベル１の震度と津波高です。 

   

震度 6強以上の範囲は静岡県から高知県沿岸部まで広く分布し、山梨県の南部にも広がっています。しかし宮崎

県は５強以下で、揺れによる大きな被害は発生しません。高い津波は伊豆半島東部から宮崎県沿岸部まで広がっ

ています。宮崎県の津波は静岡県の津波と同様です。下図は南海トラフ地震・レベル１での静岡県の津波予測の

ＣＧですが、これと同程度の津波が宮崎県沿岸に襲ってきます。 

 

 

次に、東日本大震災と南海トラフ地震レベル１を比較してみましょう。 
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南海トラフ地震レベル１（宝永地震Ｍ８．６）と東日本大震災（Ｍ９．０）と比べると、マグニチュードが０．

２違うとエネルギーは２倍Ｔがいますので 

・地震の規模（エネルギー）は１／４以下 

 ・揺れによる被害が大きい（キラーパルスを含む可能性がある） 

 ・津波は東日本大震災と比べて高くはないが、それでも５ｍ以上の範囲は広い 

 ・津波の到達時間が短い 

という特徴があります。 

 

次に、電力被害について見てみます。 

   

関西電力は、阪神淡路大震災の被害の大きい範囲には大きな火力発電所はありませんでしたが、南海トラフ地

震では多くの火力発電が停止、日本海側の原子力発電所も一旦停止、大きな被害はないにしても復旧まで、１～

２週間程度のブラックアウトの可能性があります。中部電力は太平洋側に火力発電所と原子力発電所が集中して

います。ブラックアウトの期間は 2週間～1ヵ月程度は続くのではないかと思います。そして、それに続く被害

の連鎖を想像してください。 

 

一方、九州電力はどうでしょうか？ 
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宮崎には大きな火力発電所はありませんので、九州電力の被害は軽微と考えられます。 

 

このように各地の被害状況を予測していくと、全国の支援計画が見えてきます。北九州の部隊は被害の大きい四

国へ向かう可能性が高いと思われます。 

 

 

（３）日向灘地震 

日向灘地震には二つのタイプがあります。一つ目は M７．１程度で津波被害がない地震、二つ目は発生確率は

低いものの津波被害を伴うＭ７．６程度の地震です。発生の可能性はＭ７．１が高いのですが、想定外をなくす

ためにＭ７．６の津波を伴う地震を対象とします。地震の発生個所は日向灘北部と南部の２ヵ所が候補ですが、

安全側に考えて二つが同時に発生するものとします。 

  

先ず震度ですが、上図右はＭ７．６の日向灘北部地震と南部地震のそれぞれの震度です。これが同時に発生す

るものとします。 

注）実は、この二つの震度分布を重ね合わせると、南海トラフ地震レベル２での震度分布と類似しています。連

動型地震での震度分布は近くの爆弾の爆風で決まることを思い出してください。 

次に津波ですが、Ｍ７．６の日向灘北部地震と南部地震の津波を包含すると下図となります。プレートの跳ね

返りによる沖合の海面上昇が２．５ｍ、沿岸部で５ｍ、さらに斜面を１０ｍ程度まで遡上する可能性があります。 
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なお、南海トラフ地震レベル１での津波高も約５ｍです。異なるのは津波到達時間です。日向灘地震では約１０

分、南海トラフ地震は２０分です。地震発生直後はどちらの地震かわかりませんので、１０分以内に避難を完了

すべきと思います。 

 

 

（４）備えるべき地震 

 

宮崎県で備えるべき地震のまとめです。揺れについては、直下地震を対象にどこでも震度６強です。 

津波については津波高５ｍの津波が１０分で到達です。さらに津波は予想以上の高さになる可能性があり、念の

ためにできるだけ高いところに避難してください。 
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第５章 県全体の防災 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 第５章では県全体の地図を用いて、日向灘地震や南海トラフ地震に対する県全体の被害と対応について検討し

ます。 

（１）県全体の被害 

（２）県全体の被害に対する対応 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）県全体の被害 

県全体の地図を用いて検討します。県の地図（Ａ１～Ａ０）の上に１枚目のビニールを被せます。 

  

宮崎県のどこにどれぐらいの人が住んでいるかをイメージするため、１枚目のビニールの上にマーカー（紫）

で、市町村ごとに人口の多さに応じて下図のように色塗りを行います。 

 

次に、市町村をつなぐ交通網（道路（茶）、高速道（緑）や鉄道（黒））と海岸線（青）に色塗りします。ただ

し地図がカラーで色塗りがしてある場合は省略してもかまいません。 

  

１枚目のビニールを外し、あらたに２枚目のビニールを被せます。そこに震度分布と津波のイメージを表す矢

印を書き加えます。ここでは第４章（２）で説明した日向灘地震（Ｍ７．６）のの震度分布を用いています。津

波高は日向灘地震（Ｍ７．６）と南海トラフ地震レベル１に共通する５ｍとしています。これができたら２枚目

のビニールを外します。そして、１枚目のビニールを被せ直し、そこに地震津波が襲ってくるイメージで２枚目

のビニールを被せます。 

そして、皆さんに宮崎県の防災の課題について話し合いをしていただきます。その結果、沿岸部に甚大な被害

が出て支援が遅れることがわかります。１０年程前の研修会では「沿岸部の道路が寸断されるため内陸側に道路

が欲しい」という意見が多く出ましたが、現在は東九州自動車道ができています。また「内陸側からの支援を行

うための拠点が必要」という意見もでましたが、現在では多くの支援拠点ができています。 
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（２）県全体の被害に対する対応 

 日向灘地震であれば被災地が宮崎崖ですので全国からの支援が期待できます。しかい南海トラフ地震では被災

範囲が広大ですので全国からの支援は期待できません。そこで県内での対応例を説明します。 

  

これは東日本大震災で、岩手県沿岸具の支援を行った遠野市長の体験談です。遠野市の人口は３万人で、市の

職員も数百人です。市長は元・岩手県の防災課長で県の実力を良くご存じでしたので、市に後方支援本部を立ち

上げ、市民と市内の事業者と協力して沿岸部の宮古市・山田町・大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市の支援

を行いました。 

 宮崎県でもこの教訓を踏まえ、１２カ所の後方支援拠点、５ヵ所の広域物資拠点、４ヵ所の航空輸送拠点を設

置しました。あとはそれを有効に機能させるための県民や事業者の協力だと思われます。宮崎県防災士ネットワ

ークの出番でしょう。 
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第６章 地域の防災 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

家庭の防災や県全体の防災を踏まえて地域の防災の検討を行います。検討項目は下記の通りです。 

（１）基礎編（町会などの防災） 

（２）まちあるき 

（３）上級編 

  １）要援護者支援 

  ２）避難所運営 

  ３）津波防災 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）基礎編（町会などの防災） 

町会などで行うＤＩＧの目的には、先ずは防災意識の向上が挙がります。それも大切ですが「面白かったね」

で終わるのではなく、地域の弱点を知りどのように改善していくか、具体的に地域の防災力向上につなげること

が大切です。 

 

 

下図左は、山口大学の瀧本浩一准教授の提唱するＴ－ＤＩＧで紹介されている、複数枚の透明シートを使う方

法です。今回はこの方法を説明します。 

  

 検討手順は上図右の通りです。 

 ①まちを知る（大きな道路、河川など） 

②守るべきものの確認（要配慮者、自宅など） 

③役に立つものの確認 

④被害想定（地域の被害の理解） 

その上で、⑤課題と解決策を検討します。 
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なお、透明シートを使用しないでも作業は可能です。その場合はテーブルや床などを汚さないよう、油性マーカ

ーではなく水性マーカーを使うなどの工夫をします。 

 

まず、地域の地図（Ａ０～Ａ１）を準備します。地図の大きさは１班の人数を考慮して決めます。一般的には

行政の所有する地図を使います。 

地図の四隅をセロテープなどで簡単に固定し、ビニールを被せてしっかり固定します。この１枚目のビニール

はずっと貼ったままになります。 

 

 

①まちを知る（大きな道路、河川など） 

 

油性マーカーの太い方を使い、下記の作業を行います。 

・主要道路（地域の主な道路）を茶色で線引きします。 

・鉄道（地上の線路）があれば黒で塗ります。 

・河川や水路、沼・ため池などは青で塗ります。 

 

②守るべきもの（要配慮者、自宅など）の確認 

１枚目のビニールの上に２枚目のビニールを重ねます。 
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カラーの丸シールを使います。画面の例では黄色とピンクを使っていますが、ピンクがない場合は 

  ・小さい（ ８ｍｍ）●シール・・要配慮者 

  ・大きい（１６ｍｍ）●シール・・自宅 

とします。 

 

③役に立つものの確認 

２枚目のビニールを広げて、３枚目のビニールを１枚目のビニールに重ねます。 

 

色使いの例を下記に説明します。なお丸シールの大小は、施設の重要度で使い分けます。 

・消火活動に役に立つものは青 

・救出活動に役に立つもの、消防団や町会の拠点は緑 

・公共施設や病院、役に立つ店舗などは白 

・学校のように敷地が広い場合は緑のマーカーで敷地を囲みます。 

 

④被害想定（地域の被害の理解） 

 

３枚目のビニールを広げて、４枚目のビニールを重ねます。地域の被害は「家庭の防災」で説明した内容で、

自分たちで想定していただきます。自分の町の人口や世帯数、木造棟数やおおよその建築年などを参考に、倒壊

の多い地域や生き埋め者数を予想していただき、その結果を地図に記載します。さらに出火の危険のある個所に

赤の大きな丸シールを貼ります。 

 

⑤課題と解決策の検討 

４枚目のビニールを１枚目の上に２枚目、３枚目、４名目の順で全てを重ねます。 
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そうすると、木造密集地で要配慮者が生埋め者が重なり、火災に飲み込まれる等の状況が見えてきます。そし

て古い木造密集地には戦える若い人が少なく、戦う道具も少ないことが一般的です。 

 

⑤課題と解決策を考える 

 

ここで参加者に、下記についてポストイットに感想や意見を書いて頂き（１枚に１つの感想・意見）、模造紙

に整理します。 

  ・感想（地域の被害について） 

  ・予防（家屋の耐震化や家具の転倒防止、ブロック塀の撤去など） 

  ・初動（救出、消火活動などの対応や備え） 

  ・長期（被災生活、要配慮者支援などの長期戦です） 

 

模造紙への整理ができたら発表会を行います。ＤＩＧの結果を地域活動に活かしていくためには、発表会が大

切です。発表会には時間がかかりますので、時間に合わせて発表する班の数を絞ることもありますが、必ず行う

ようにしています。 

 

 

その後の活動の例として、地域の初動マニュアルを紹介します、マニュアルはできれば紙１枚にわかりやすく



40 

 

取りまとめてください。縦軸には対応、横軸には担当者を並べ紙１枚にまとめます。個別マニュルが必要な場合

は「別紙」に整理します。 

 

 

（２）まちあるき 

 まちあるきの目的は単に見て回るだけでなく、まちの良い点（災害につよい点）と悪い点（災害に弱い点）を

確認し、その後の改善につなげていくことです。その結果を「わがまち安全・安心マップ」にまとめて、各戸配

布した町会もあります。 

 まちあるきの手順は下記の通りです。 

 １）コースを決める 

事前にＤＩＧを行い、まちを把握した上でコースを決めます。おおよそ３０～４５分程度です。 

 ２）役割を決める 

基本は下記の４つの係で、１グループは６～８名程度です。 

   ・班長兼安全確認係１～２名（交通事故に気を付けて） 

   ・まちの良い点（災害につよい点）を確認する係２～４名 

   ・まちの悪い点（災害に弱い点）を確認する係２～４名 

   ・撮影係１名（撮影に際してはプライバシーに気を付けてください） 

  

 ３）結果の整理 

  まちあるきの結果は下図のように地図の周りに、まちの良い点（災害につよい点）を青シールで、まちの悪

い点（災害に弱い点）を赤シールで貼り、周囲に写真（プライバシーに問題がある場合はメモ）を貼ります。 

  これをわが町防災マップにまとめ、各戸配布した町会もあります。 
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 ４）わがまちの分析 

  わがまちの分析は下記の様に整理します。 

 

 わがまちの良いところ（災害に強いところ）と悪いところ（災害に弱いところ）を確認した上で、課題と改善

策を検討します。 

 

（３）上級編 

 上級編は、基礎編に続いて防災に熱心な町会や、連合町会または避難所運営委員会などで行われるものです。 

 

１）要援護者支援 

災害時の要援護者支援には２タイプがあります。河川氾濫による浸水の危険性が高まった場合のような短期的

な避難支援と、大規模地震の後のような長期的な被災生活支援です。大規模地震の場合は避難所（収容避難所ま

たは指定避難所）は要援護者にとってはとても厳しい環境です。 

 

ここでは大規模地震での要援護者の被災生活支援の検討事例を紹介します。検討項目は下記の２つです。 

①介護施設での検討 

②地域全体の検討 
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①介護施設での検討 

まず、受け入れ先の介護施設の検討です。検討項目は下記の４項目です。 

 ・収容スペース（定員を超えての臨時的収容スペース） 

・簡易対応業務（停電・断水・スタッフ不足）と停止する業務 

・介護スタッフの状況 

 ・不足する備品や飲食料 

  

  収容スペースについてはロビー、談話室、リハビリルームなど定員と同人数程度の収容が可能という結果で

した。業務については停電断水のため入浴は清拭に変更、ケアプラン作成業務は一時停止するなど簡易化を図

ることとしました。その上で要員の状況を検討しました。スタッフも被災者ですが、全員で頑張るとして３日

が限界だろうとなりました。対応の簡易化を想定した備品と飲食料は全く不足するという結果でした。 

スタッフについては発災直後は住民の協力が、長期的には全国からの支援が必要です。備品や飲食料などは

自治体の支援が欠かせません。 

 

②地域全体の検討 

 上記の結果を踏まえ、自治体、福祉関係者、住民組織で地域全体の要援護者支援計画を検討します。 

 

検討項目は下記の通りです。 

  ・地域の要援護者とは？その人数は？ 

  ・受け入れ施設はどこ？その収容可能人数は？ 

  ・要援護者ごとの支援の仕組みは？支援できる人数は？ 

  ・要援護者支援に必要な備え（器具や備蓄など）は？ 

 

２）避難所運営 

 避難所（収容避難所または指定避難所）の運営マニュアルは、阪神淡路大震災での避難所運営の経験を基に神

戸市で作成されたものがベースとなっています。避難所周辺の町会が協力して避難所運営委員会を構成し、自分
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たちで運営します。学校は施設管理者として施設の提供を、自治体は飲食料や情報の提供などの後方支援を行い

ます。下図左は熊本地震での西原村での避難所運営の事例です。外部からの支援が届くまでに時間がかかり孤立

することを想定して準備し、理想的な運営をおこないました。 

  

上図右は宮崎市の避難所運営マニュアルからの抜粋です。要旨は下記の通りです 

  ・住民は避難所運営委員会を作り、自ら運営を行う。 

  ・学校は避難所施設を提供する。 

  ・行政は後方支援を行う。 

西原村では理想的な避難所運営が行われましたが、熊本地震では下記の様な報道もありました。 

  ・行政職員が避難所運営に追われて、罹災証明発行が遅れている。 

  ・学校職員が避難所運営に追われて、学校再開が遅れている。 

 行政職員や学校職員を頼りすぎると困るのは自分達です。 

 

続いては避難所運営についてです。避難所は、被災した方の収容避難所（または指定避難所）としての機能と、

地域全体の防災拠点としての機能を併せ持ちます。収容避難者と在宅被災者の両方に等しく対応するには町会の

役割が重要です。また、避難所運営を全員で協力して行うためにも町会がカギを握ります。 

  

 

次に避難所に必要なスペースを検討します。ここでは地震を対象に収容避難所（指定避難所）のスペースを検

討しますが、洪水時の場合は、多くの小学校で体育館が使えず１階の一般教室も使えないことが起きますので別

途の検討が必要です。 

最初に、避難所に必要な場所を洗い出し、ポストイットに書き込みます。 
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次に小学校の配置図上にそのポストイットを貼って、避難所の配置を決定します。その上で収容可能人数を算

定し、町会ごとに予定スペースを割り当てます。その際、町会ごとの割り当て場所は定期的にローテーションす

ることを伝えてください（表向きは「公平」です。本震は「居座らせない」仕掛けです）。 

   

次に、授業の早期再開を想定し、一般教室など授業再開に必要なスペースを除いた上で避難所配置を検討して

ください。収容避難所は授業を停止しての最大収容計画と、授業再開時の縮小計画の２ケースを検討してくださ

い。 

 

３）津波防災 

対象とする津波については３章で述べたとおりです。自分たちの地域が平野部か、リアス式海岸の湾奥または

急峻な断崖などか等の地形を考慮して目標値を設定します。 

ここで都農町の標高図を例に対策・対応の考え方（私見）を説明します。 

最初に設定条件ですが、下記と考えました（私見）。 

 ・南海トラフレベル１または日向灘の津波高は４ｍ、遡上高は８ｍ 

 ・南海トラフレベル２の遡上高は１６ｍ 

 

〇今、大きな地震が発生したら→避難 

・直ちに標高８ｍ以上への避難（１０分以内） 
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  ・さらに避難を継続し標高１６ｍ以上を目指す（２０分以内） 

  ・津波警報が解除されるまでは標高１６ｍ以上の安全な場所で待機（余震が継続） 

〇未来に向けて（次の世代のために） 

  ・標高４ｍ以下は漁港設備のみとする 

  ・標高８ｍ以下は非居住地域とする（水産加工施設や公園など） 

  ・居住可能区域は標高８ｍ以上 

  ・標高１６ｍ以上に津波避難施設を設ける 
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第７章 防災授業 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第７章は主に小学校高学年を対象とした防災授業について説明します（一部に中高生向けの内容を補足してい

ます）。小学生を対象とした防災授業では「大好きなふるさとで生きること」を目的として、下記の授業を行い

ます。 

 ・豊かな自然の中で多くの自然の恵みを受けている。 

・時に災害が発生する（自然が時に牙をむく） 

・防災とは時に発生する災害から大切なものを守ること 

・災害後には互いに助け合うこと 

下記について説明します。 

（１）水害編 

（２）地震編 

（３）津波編 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）水害編 

小学校高学年を対象とした 2時限（45分×2コマ＝90分）の防災授業を説明します。 

はじめに 

１）自分のまちを知る 

２）自分のまちの好きなことは？ 

３）あなたの大切なもの 

４）たくさんの雨が降ると 

５）まちの災害を勉強する 

６）気をつけることは 

７）困っている人を支援する 

８）きょう勉強したことは？ 

おわりに 

 

はじめに 

 

タイトル画面です。子供たちが「豊かな自然」をイメージできるような写真や絵を用います。参加者は通常は

高学年で、支援学級の子供たちも一緒に参加しています。低学年向けの依頼もありますが、１～２年生の子供た

ちだけでは難しいので、参観日などで保護者や地域の方々にも参加していただいています。低学年の場合は、表
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示する画面の漢字には全てふりがなを書き入れています。 

小学校区の地図とビニールの準備は開始前に行っておきます。 

 

地図はほとんどの場合、市区町村から提供していただいています。サイズはＡ１、カラー印刷は高いので通常

は白黒印刷です。文房具類は箱や袋に入れておきます。 

先生方には事前（１～３週間前）に３０分程度の事前説明を行います。先生方は忙しい方が多いので会場の手

配以外はお願いしていません。当日、会場まで子供たちを連れてきていただければ十分で、1 班は 4～6 名で、

普段の班活動でも良いし、地域でグループ分けしてもかまいません。 

子供たちが会場に入場し、班ごとに着席すると地図を目の前にして、自然にどこに何があるか？自宅はどこ

か？など、ワイワイと検討が始まります。 

 

ルールは一つだけ、「ほかの人の意見を否定しない」です。子どもたちに自由な発想を促します。 

 

１）自分のまちを知る 

色塗りを始めます。 

  

大きな道路（茶）、河川や水路（青）を書き入れます。マーカーは２セット準備しておくと、子供たち全員が作

業できます。マーカーは太い方を使います。続いて、学校や保育所や公園（緑）を書き入れます。ここまで作業

を進めると子供たちも徐々に地図に慣れてきます。ここで自宅にシール（黄色）を貼り、通学路を緑で記入しま



48 

 

す。続いて小学校区にある公共的な施設、そして自分の好きな場所、お店、遊び場などに丸シールを貼り、施設

や場所の名前を細長いポストイットに記入して貼っていきます。 

  

 

２）自分のまちの好きなことは？ 

 ここで下図左のような写真を用いて地域の良いところ確認します。子供たちの意識が「自分たちのまち」に向

いたところで、「自分のまちの好きなこと、好きなところは？」を各自がポストイットに記入し、模造紙に整理

します 

  

 

３）あなたの大切なもの 

次に、子供たちに「あなたの大切なもの」を考えてもらいます。子供たちは「自分の命、家族の命」から始ま

って実にたくさんのものを挙げます。作業の終了時に、防災とは「大切なもの」を守ることであることを説明し

ます。 

 

ここで１時限目が終了です。ただし、休憩中もほとんどの子供が継続して作業を進めます。 

 

４）たくさんの雨が降ると 

２時限目のスタートです。最初の画面（下図左）を用いて雨の恵みを考えてもらいます。そして雨が降りすぎ



49 

 

ると洪水が起きることを説明します（下図右）。 

  

大きな川の上流でたくさんの雨が降りすぎると、河の水位が上がり、堤防が決壊して氾濫が起きます。そうす

ると校舎が水没することもあります（下図左）。また、ゲリラ豪雨のように、市内にたくさんの雨が降ると、低

い所で浸水します（下図右）。 

   

 

５）気を付けることは？ 

 子供たちに、危険な場所を考えてもらいます。危険と思われる場所に●シールを張ってもらいます。その後、

通学路や遊び場の近くに赤の丸シールがないかを確認し、子供たちに「気を付けることは？」について検討させ

ます。 

 

 

６）困っている人を支援する 

 先ず、子供たちに「避難所」と「避難場所」の違いを下図左を用いて説明します。次に下図右を示します。子

供たちは募金などの経験はありますが、自分自身が被災者になることは考えていません。そこで子供たちもこの

中にいる被災者の一人として、どんな手伝いができるかを質問します。 
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最初はなかなか答えがありませんが、しばらくすると「食事を配るお手伝い」や「幼い子の相手をしてあげる」

など、しっかり考えた答えが出てきます。そのあとに、次の画面を表示します。 

 

これで、子供たちは避難所で自分たちができる事を完全に理解します。 

 

７）きょうはどんなことがわかりましたか？ 

最後の質問です。 

  

 きょうの防災授業を振り返っての質問です、「きょうはどんなことがわかりましたか？」 

使えるポストイットは 1人 1枚だけです。ここは十分の時間を取ります。なお、中には自分の意見を書けない

子供もいますが、「無理に書く必要はありません。そのかわり、この後の発表会での発表を聞いてあげて下さい

ね」とお願いします。 

全員が書き終えたら、班ごとに発表会を行います。「大きな声で、ゆっくりと」とお願いします。一人ずつ発

表し、発表が終えたら模造紙に貼っていきます。素晴らしい発表が続くはずです。 

 まとめは次の画面を表示して取りまとめを行います。 

・大好きなふるさとで大切なものをしっかりと守る。 

  ・災害の助け合いを忘れずに 
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（２）地震編 

水害編と地震編の違いは「たくさんの雨がふると？」が「地震が起きると？」に変わることで、そのほかは同

じです。 

 

 

４）地震が起きると？ 

小学校ではプレートテクトニクスはまだ教えていないようです。海溝型地震と直下型地震についてわかりやす

く簡単に説明します。 

 

海溝型地震の例は、東日本大震災から１０年が経ちましたが、子供たちはこれが一番わかるようです。直下地

震は阪神淡路大震災やあたらしい地震（例えば大阪北部地震など）で説明します。 

 地震による被害については、子供たちが住んでいる家屋は色々ですので旧耐震住宅などの話はしません。小学

生ではいじめにつながる可能性があるものはテーマにしていません。家庭での被害の話は室内のみにします。 

下記の写真は阪神淡路大震災での神戸市内のものです。このような中で自分の命だけではなく、あなたの大切な

物も守れますか？と聞きます。 
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室内の対策については、家具の転倒防止とガラスの飛散防止の話をします。 

  

室内の家具は、マンションのように釘やねじが使えない場合でも突っ張り棒などを使って転倒防止を図ること

ができます。ガラスの飛散防止は窓ガラスだけではなく、食器棚の前面のガラスにも必要です。 

 

屋外については。危険なものとして固定されていない自動販売機や古いブロック塀について説明します。特に

子供たちはブロック塀が倒壊した現場を見たことがありませんので、ブロック塀の危険性を認識していません。

地震が起きたら危険な物から離れるように教えます。 

  

それ以外にも上図右のように看板の落下や、電柱や電線の危険性についても説明します。 

この後は「水害編」に同じです。 

 

（３）津波編 

２００５年に宮古市立鍬ケ崎小学校でＤＩＧの開発者である小村隆史氏（現・常葉大学准教）と一緒に防災授

業を行いました。ＤＩＧを活用した小学校での最初の津波防災授業と思われます。その概要について説明します。

加えて、その発展として中学や高校での防災授業の概要について説明します。 

１）宮古市鍬ケ崎小学校での津波防災授業 
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２）中・高生の津波防災授業 

 

１）鍬ケ崎小学校での津波防災授業 

 

岩手県宮古市鍬ケ崎は太平洋に面した漁港です。防災授業は５，６年生９０人を対象に２時間半、子供たちは

集中を切らすこともなく授業を行いました。授業は上図に記載の４ステップで行いました。 

 

①どんなまち？（まちを知る） 

 

最初の作業は、どこに何があるか、地域の地図の色塗りです。あわせて自然の恵みについて考えました。 

 

②何を守る？（大切なものは？） 

 

「大切なもの」を１人３つあげてもらい、壁（卓球台を横にしたもの）に貼りだしました。 

 

③どんな被害？ 
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この前年、２００４年に起きたスマトラ沖地震津波（マグニチュード９．１）の被害について説明しました。

次に、岩手県が作成した津波ハザードマップの説明をしました。ただし、対象地震は当時着目されていた宮城県

沖地震です。宮城県沖地震でも鍬ケ崎は海抜７ｍにある小学校を除き、住宅街のほとんどが津波の被害にあうと

予想されていました。 

 

④どうしたらいい？（今、津波が起きたら） 

 

今起きたらどうしたら良いかを考えてもらいました。「高い所へ逃げる」、これが圧倒的多数でした。 

 

⑤子供たちの感想 

最後に、子供たちに感想を発表してもらいました。その結果は 

  ・自分のまちを知っているようで知らなかった。 

  ・やっぱり海が大好き 

・津波が怖いこともよく分かった。 

子供たちはしっかりと受け止めてくれたようです。 

 

 下図は震災１ヵ月後の鍬ケ崎小学校です 
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この後、鍬ケ崎小学校は防災に熱心に取組み続けたと聞いています。この６年後に東日本大震災が起きました。

地域が大きな被害を受ける中で、鍬ケ崎小学校もグランドに５０ｃｍほど遡上してきましたが、子供たちは先生

の誘導で学校の近く標高２５ｍにある熊野神社に避難して全員が無事でした。 

 

２）中・高生の津波防災授業 

中・高生の津波防災授業も前半は小学生と同様です。違いは最後の設問です。 

 

上の写真は、中学生が「地域の弱点（課題）」「君たちが事前に地域に貢献できること」や「被災後に自分たち

ができる事」などを考えて、地域の方を前に発表会を行っている様子です。 

高校生の場合は最後が「巨大海溝型地震が来るまで２０年あるとしたらどうする？」という設問です。代表的

な回答は、男子生徒の場合は「今を大切に生きる」、女子生徒では少数ですが、下記の回答があります。 

 ・２０年後の家族をしっかり守る 

   ➡安全な場所に、丈夫な家を建てたい 

     ➡お金が必要、そのために一所懸命に勉強する 

「防災＝今は一所懸命に勉強する」という回答です。いかがでしょうか？ 
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